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中小企業庁取引課 

 

 

●契約目標の設定 

○中小企業者の受注機会の確保を目的とした方針等において契約目標を設定。 

＜７自治体＞ 

○「工事」について、全体目標値を上回った部局において更なる目標を設定。 

＜１自治体＞ 

○契約実績等を部局別に公表。＜１自治体＞ 

 

 

●工事関係 

主な例 

○地域要件の設定 ＜２６自治体＞ 

 ・地域要件をきめ細かく設定し、小規模な工事は地域の業者を優先。 

 ・「特殊な技術を要する工事を除き１００％地域内業者に発注」等を基本。 

 ・技術的に発注先が限定される工事以外は、原則として地域内に本店を有する業者へ

発注。 

 

○請負業者に対し、下請発注は地域内業者への発注を要請 ＜１２自治体＞ 

 ・落札した全ての請負業者に対し、下請発注する際は地域内業者への発注を要請。 

 ・請負業者に対し、適切に施工できる地域内企業がいない特殊な工事を除き、地域内

業者への下請けを義務づけ。 

 ・契約書に特約条項を設け、下請企業への県内企業優先努力義務として規定（指名競

争入札などの場合）。 

・指名基準として、施工場所付近での営業所所在者、専業者等を優先。 

○請負業者に対し、地域産資材の調達を要請 ＜１３自治体＞ 

・落札した全ての請負業者に対し、地域産資材の活用を要請。 

・請負業者に対し、工事で使用する主要な土木資材（生コン類、採石類等）は、品質

に問題が生じない限り、地域産資材の使用を義務づけ。 



 ・契約書に特約条項を設け、地域産材の優先使用を努力義務として規定（指名競争入

札などの場合）。 

 

○総合評価落札方式において、地域貢献、地域精通度等を評価（災害活動実績、消防団

への加入等） ＜１２自治体＞ 

 ・災害活動実績を加点評価する仕組みを設けることにより、地域に精通した企業を評

価する取り組みを実施。 

 ・「除雪業務等の受託実績」、「休日及び夜間の道路維持作業の実績」の評価を細分化

し、施工場所と同一土木事務所管内での実績をより高く評価すること等により、地域

に貢献している者を適切に評価。 

 ・総合評価落札方式（３，０００万円以上の全工事に採用）においては、本・支店の

所在の有無等地理的要件を評価。 

 ・県内業者の下請け、指定資材の県内調達等を評価。 

 

○分離・分割発注の推進 ＜７自治体＞ 

 ・建築工事において、電気、機械設備等専門工事ごとに分離発注を推進。 

・専門工事業者の育成の観点から、工事の種類及び規模や発注の効率性等を考慮し、

できる限り分離・分割発注を実施。 

・工事の性質又は種別，建設労働者の確保，建設資材の調達能力等を考慮した上，地

元建設業者，専門工事業者等の中小建設業者を活用して円滑かつ効率的な施工が期待

できる工事については，極力分離・分割発注に努める。 

 

○ダンピング防止対策 ＜１自治体＞ 

 ・建設工事等に係る委託業務において、予定価格が 1,000 万円未満の委託業務には最

低制限価格制度を、１，０００万円以上の委託業務には低入札価格調査制度を適用。 

  

 

●物件等の購入等 

主な例 

○原則として、地域内に本社・支店を有する業者への発注 ＜３０自治体＞ 

 ・電子調達システムを利用して行う調達案件（物品購入、印刷の請負、業務委託等）

については、原則として地域要件（地域内に本店又は支店・事業所等がある事業者等）

を条件として付す。 

 ・指名競争入札参加者の選定にあたり、中小企業者を優先して指名できる。 

 ・共通消耗品（２２６品目）については一般競争入札による単価契約制度、共通消耗

品以外（１０万円以上で１００万円以下）についてはオープンカウンター方式を導入



したが、県内業者で履行可能なものは、県内に本店を有するなどの地域要件を付す。 

・条件付き一般競争入札や１６０万円以下の入札についてはオープンカウンター方式

を導入し、原則として県内に本店を有する者となるように配慮。 

 ・印刷発注は、原則として、地域内に印刷工場を有する業者へ発注。 

 ・企画・デザインを含めて印刷業者以外へ委託している案件のうち、分離発注が可能

なものについては、分離発注により、地域内企業への発注に努める。 

・トライアル発注制度等の実施により域内中小企業等の育成や販路拡大を図る。 

・地域の産品の調達を庁内各部局へ要請。 

 

 

●役務関係 

主な例 

・庁舎清掃、警備業務等に加え、施設の維持・管理業務おいて低入札価格調査制度を

導入。 

・保守管理等１５業種に条件付き一般競争入札やオープンカウンター方式を導入し、

原則として、本庁発注分は都道府県内に、地方機関発注分はその地方機関が所在する

地域に本店を有する者となるように配慮。 

 


